
（お知らせ）

地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画（区域施策）策定
マニュアル（案）への意見募集（パブリックコメント）について

平成 ２１年 ４月１７日（金）
環境省総合環境政策局環境計画課
直通：０３－５５２１－８２３４
代表：０３－３５８１－３３５１
課長：小川 晃範 （６２２０）
補佐：大倉 紀彰 （６２２３）
担当：宮本 賢二 （６２５７）
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長：徳田 博保 （６７７０）
補佐：加藤 聖 （６７６８）
担当：伊藤 高志 （６７７８）

平成２０年６月に改正された地球温暖化対策推進法において、都道府県及び特例市
以上の地方公共団体に対し、現行の地方公共団体実行計画を拡充し、従来の地域推進
計画に相当する区域全体の自然的社会的条件に応じた施策について盛り込むことが義
務づけられました。また、この新しい地方公共団体実行計画と都市計画等の関連施策
との連携を図ることも求められることとなりました。
そこで、環境省では、有識者による検討会を経て、地方公共団体向けの計画策定マ

ニュアル（案）をとりまとめました。
本案について、広く国民の皆様から御意見をお伺いするため、平成２１年４月１７

日（金）から５月１５日（金）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行い
ます。

１．意見募集の対象
「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策）策定マニュアル（案 」）

２．意見募集要領
（１）意見募集期間

平成２１年４月１７日（金）～平成２１年５月１５日（金）

（２）意見提出方法

次の様式にならい、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で（３）の提出先へ

提出して下さい。なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下

さい。

（注意事項）

・ 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事

項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。

・ 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御

了承願います。

・ マニュアル本文は、引き続き表現の適正化等について作業を実施していることをあらか

じめ御了承願います。



＜意見提出様式＞

宛先：環境省総合環境政策局環境計画課

件名：温対法に基づく実行計画策定マニュアル－区域施策編－（案）への意見

住所：

氏名（会社名／部署名／担当者名 ：）

職業：

電話番号：

ファックス番号：

電子メールアドレス：

意見内容：

（該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください ）。

※E-mailにて応募される際にも、本記入要領に準じて御記入ください。

（３）意見提出先

環境省総合環境政策局環境計画課 あて

［1］郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２

［2] ファックスの場合 ０３－３５８１－５９５１

［3] 電子メールの場合 SOKAN_CHIIKI@env.go.jp

(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に 「温対法に、

基づく実行計画策定マニュアル（案）への意見」と記載して下さい ）。

３．資料の入手方法

資料は、以下により入手可能です。

（１）電子政府の総合窓口（ ）のパブリックコメントのページを参照http://www.e-gov.go.jp/

（２）ホームページのパブリックコメント欄を参照

・環境省（ ）http://www.env.go.jp/info/iken.html

（３）窓口での配布
・環境省総合環境政策局環境計画課
（東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館２５階）

添付資料

・地球温暖化対策の推進に関する法律の改正による地方公共団体実行計画の拡充

・地球温暖化対策・地方公共団体実行計画のイメージ

・地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策）策定マニュアル（案）

http://www.env.go.jp/info/iken.html（電子のみ） ダウンロード先


